
【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）  22,800 千円

【歳出】社会保障施策に要する経費 595,302 千円

 （単位：千円）

うち社会保障財源化分

 障害者福祉事業
（障害者自立支援給付事業等）

 高齢者福祉事業

（福祉灯油助成事業等）

 児童福祉事業
（子育て支援事業等）

 母子福祉事業
（母子家庭等高校生教育扶助費）

　　　小　　　計 308,936 127,324 7,685

 介護保険事業
（操出金）

 国民健康保険事業
（操出金）

 後期高齢者医療事業
（操出金等）

　　　小　　　計 148,849 125,439 7,571

 予防対策事業
（予防接種事業等）

 医療事業
（ひとり親家庭等医療給付事業等）

 医療提供体制確保事業
（救急医療等体制整備事業等）

 診療所事業
（操出金）

　　　小　　　計 137,517 124,981 7,544

　合　　　　計 595,302 377,744 22,800

94,017 94,017 5,675

※社会保障施策に要する経費とは、「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」のいずれかに関する施策

保健衛生

12,797 11,830 714

20,647 9,078 548

10,056 10,056 607

社会保険

55,408 55,408 3,344

24,373 13,095 790

69,068 56,936 3,437

85,393 5,154

48,595 9,533 575

3,060 3,060 185

29,338 1,771

148,479

平成３０年度予算
地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

区分 事業名 事業費
一般財源

社会福祉

108,802


